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然教法第12号(19総}

iま

じ

め

八
人
九
(
明
治
二
…
一
〉
年
の
明
治
憲
法
発
布
に
よ
り
、
近
代
期
日
本
に
お
け
る
需
教
の
議
出
が
宣
言
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
日
本

距
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
鎗
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
際
ニ
於
テ
穣
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」

(
問
憲
法
第
二
人
条
)
こ
と
が
、
憲

法
上
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
聾
定
に
対
庁
ゆ
す
る
下
位
法
と
し
て
の
、
宗
教
に
関
す
る
統
一
法
典
は
、

一
一
組
)
年
に
宗
教
団
体
法
が
成
立
す
る
ま
で
の
五

O
年
期
、
整
備
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
宗
教
に
関
す
る
統
一
法

(2) 

典
の
樺
懇
は
、
宗
教
法
、
宗
教
鵠
体
法
と
名
称
を
変
え
な
が
ら
も
、
政
府
案
と
し
て
議
会
に
腹
開
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
一
一
一
九
〈
昭
和

政
府
が
宗
教
に
関
す
る
絵
柄

法
典
の
成
立
に
滞
緩
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
法
案
提
出
時
の
政
治
的
・
社
会
的
状
、
況
を
長
狭
し
た

議
会
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

本
報
告
は
第
一
次
宗
教
法
案
を
中
心
に
第
一
回
議
会
の
経
過
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
惑
的
に
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
法
案
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
宗
教
団
体
法
あ
る
い
は
宗
教
法
人
法
の
制
定
史
と
し
て
の
研
究
ゃ
、
協
同
時
惑
に
実
施
さ
れ
た
条
約
改
正
問
問
懇
の
影
響
と

既
成
講
教
陸
体
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ぞ
れ
ら
を
み
る
と
宗
教
法
案
の
立
案
理
由
は
、
。
条
約
改
正
に
伴
っ
て
進
出
が
予
想

さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
対
策
、
命
条
約
改
正
の
条
件
で
も
あ
っ
た
法
典
整
備
の
一
環
、
③
特
に
民
法
第
一
一
一
盟
条
及
び
民
法
施
行
法
第
一
一
八

条
に
お
い
て
保
悔
し
で
あ
る
宗
教
法
人
規
定
か
ら
の
要
語
、
昏
明
治
織
法
第
二
八
条
の
密
教
自
由
規
定
を
保
嫁
す
る
下
泣
法
の
不
存
在

か
ら
の
要
請
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
宗
教
法
案
を
実
質
審
議
し
て
い
る
、
貴
腕
院
議
教
法
案
特
mm勢
員
会
マ

の
議
論
内
容
を
開
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
本
稿
で
宗
教
法
案
と
の
梼
連
性
を
検
討
し
て
い
る
曹
洞
宗
紛
擾
問
題
に
つ
い
て
は
、
金

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
議
教
法
案
に
は
居
内
に
存
在
す
る
全
て
の
宗
教
鵠
体
を
統
制
す
る
態
闘
が
開
明
確
に
表

れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
盟
内
に
宗
教
健
体
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
の
介
入
が
困
難
な
状
援
に
対
山
め
す
る
た
め
の
法
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的
整
備
の
意
闘
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
本
稿
で
は
、
曹
澗
宗
紛
擾
捌
問
題
の
宗
教
法
案
へ
の
演
連
性
を
鳴
ら

か
に
し
、
特
別
委
員
会
に
お
け
る
論
議
の
紹
介
を
通
立
て
、
宗
教
法
案
の
意
罷
を
検
討
す
る
。
ま
た
と
り
わ
け
、
宗
教
委
員
会
の
設
罷

構
想
が
こ
の
京
教
法
案
に
お
い
て
重
要
な
位
慣
を
占
め
、
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

欝
洞
宗
紛
擾
調
題

曹
洞
宗
総
擾
問
題
と
は
、

〈
鍛
明
治
一
一
問
〉
年
一
月
か
ら
一
入
九
五
(
期
間
一
一
八
)
年
三
月
に
か
け
て
曹
病
議
派
内
を
二
分
し
、

J¥ 
九

分
派
独
立
に
ま
で
発
展
し
か
ね
な
か
っ
た
事
件
で
あ
る
。
事
件
の
概
要
は
次
の
灘
り
で
あ
る
。

一
八
七
九
年
以
来
嘗
潤
宗
は
、
向
山
麓

約
舎
に
よ
っ
て
越
前
永
平
寺
と
能
壁
総
持
寺
の
一
一
寺
を
本
出
と
し
、
曹
洞
宗
管
長
を

-5-

に
運
営
怒
れ
て
い
た
。
こ
の
制
度
に
対
し
、

年
交
代
で
京
方
の
素
首
が
務
め
る
制
制
度
の
も
と

一
八
九
一
年
一
丹
に
永
平
寺
派
か
ら
、
永
平
寺
を
総
本
山
と
し
、
曹
洞
祭
警
長
が
南
本
山

第一次祭教法案についての一考察(三好)

を
絞
絡
す
る
「
岡
本
山
一
饗
長
兼
有
制
度
」
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は
従
来
永
平
寺
と
総
持
寺
を
宗
派
内
に
お
い
て
同
じ
議
伎
に
お
き
、

交
代
で
宗
派
遣
営
を
行
っ
て
き
た
の
を
、
永
平
寺
を
総
持
品
寸
の
上
位
に
設
蹴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
派
選
営
の
一
元
化
を
計
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
熊
題
は
、
間
待
頬
に
行
わ
れ
た
永
平
寺
震
首
選
挙
に
一
お
い
て
、
両
派
の
対
立
を
表
耐
詑
さ
せ
、
総
持
ヰ
寸
貫
首
で
あ

る
畔
上
様
仙
に
よ
り
両
市
鹿
約
書
の
破
棄
が
霊
脅
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
塑
九
二
年
三
丹
畔
上
は
曹
調
講
管
長
と
し
て
、
曹
洞

宗
家
艇
の
取
消
及
び
一
関
本
山
の
分
離
厳
を
内
務
省
に
提
出
す
る
に
重
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
申
請
に
対
し
山
内
務
省
は
、
手
続
不
備
を
理

由
と
し
て
分
離
績
を
却
下
し
、
五
月
二
信
付
で
群
上
会
曹
長
職
か
ら
解
侵
し
た
。
し
か
し
曹
洞
宗
で
は
、
岡
本
自
の
合
意
に
よ
り
管
長

を
推
薦
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
永
平
寺
貰
嘗
森
賠
怪
由
は
、
管
長
職
就
経
の
手
続
を
踏
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

議
時
、
第
一
次
訟
方
正
義
内
閣
の
内
務
大
震
西
郷
従
道
は
、
担
当
大
豆
と
し
て
曹
洞
宗
内
に
「
事
務
担
譲
」
と
い
う
機
関
を
設
置
し
、
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宗
派
内
の
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
両
旅
の
対
立
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

叩
八
九
三
(
明
治
一

年
に
入
り
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
の
内
務
大
臣
井
上
馨
が
阿
械
の
務
停
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
問

年
三
晃
弘
降
、
井
上
は
祷
援
の
代
表
を
官
邸
に
揺
き
、
前
後
一

O
諮
に
及
ぶ
会
識
を
符
い
会
食
・
を
共
に
し
た
。
こ
の
会
誌
の
議
制
緩
で
前

年
に
設
饗
し
た
「
事
務
取
設
い
の
議
務
員
を
五
月
一

自
に
更
迭
し
、
一
湾
派
に
檎
頼
の
あ
っ
た
鹿
児
米
海
と
護
部
一
元
良
の
両
氏
を
新
た

に
任
命
す
る
な
ど
し
て
、
井
上
は
和
解
の
糸
口
を
探
し
て
い
た
。
し
か
し
潟
援
の
対
立
は
依
黙
解
消
せ
ず
、

男
六
日
か
ら
七
日
に

か
け
て
社
寺
局
長
脚
内
部
浩
が
総
持
寺
議
酷
で
あ
る
石
川
素
案
を
、
製
八
日
に
は
持
部
、
都
築
馨
六
参
事
官
外
ニ
名
が
醇
上
を
尋
ね
尋
問

す
る
な
ど
、
政
府
の
永
平
寺
寄
り
の
対
応
が
表
面
化
す
る
に
塗
っ
た
。
こ
の
解
決
策
は
、

「
事
務
取
扱
い
に
よ
る
石
川
の
宗
内
議
斥
、

及
び
石
川
を
含
む
四
名
を
住
職
難
免
処
分
と
し
、
持
脇
村
に
前
年
一
一
一
月
以
降
に
お
け
る
総
持
寺
貫
首
皆
ホ
等
を
、
曹
調
察
議
制
に
抵
触
す

る
と
し
て
無
効
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
新
た
に
校
命
さ
れ
た
住
職
に
対
す
る
泊
住
職
と
槙
識
の
抵
抗
を
引
き
起
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こ
し
、
紛
擾
出
問
題
を
よ
り
複
雑
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
一
発
五
呂
付
で
、
描
膚
餌
務
次
郎
、

大
東
義
徹
、
中
村
嘱
六
、
足
作
品
孫
六
、
百
万
梅
治
か
ら
「
曹
洞
宗
に
関
す
る
件
」
費
時
間
書
が
提
出
さ
れ
、
同
七

E
に
本
会
議
で
糞
詞
が

な
お
井
上
が
紛
擾
鵠
問
題
に
対
し
て
強
硬
策
に
転
立
た
半
年
後
の
第
五
回
議
会
衆
議
践
に
お
い
て

持
わ
れ
た
。
こ
の
質
問
機
は
、

「
内
務
犬
阻
カ
欝
滴
一
宗
ニ
対
ス
ル
一
防
護
ナ
ル
モ
其
行
政
権
ヲ
準
用
シ
宗
教
ノ
独
立
ヲ
妨
害
ス
ル
ハ
将

楽
器
教
自
由
ニ
鱒
シ
一
大
障
害
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ニ
付
キ
之
ヲ
黙
過
ス
ル
能
ハ
ス
」
と
し
て
、
井
上
の
解
決
策
の
法
的
根
拠
を
賄
う
も
の

で
あ
る
。

「
霊
議
開
灘
察
本
山
永
平
寺
金
職
戦
灘
挙
投
票
読
牽
ノ
件
、
@
氷
平
寺
住
職
森
剖
惰
曲
ヨ
リ
発
シ
タ
ル
退
鶴
申
告
書
ヲ

有
効
ト
認
ム
ル
ノ
件
、
@
行
政
監
督
権
ヲ
被
用
シ
宗
総
慣
例
ヲ
雌
踊
シ
タ
ル
件
、
@
曹
繍
間
接
本
山
総
持
寺
住
職
略
上
楳
仙
等
ニ
対
シ
漉

こ
の
繋
跨
容
は
、

リ
テ
請
書
ヲ
差
出
サ
シ
メ
及
捺
印
セ
シ
メ
タ
ル
件
」
の
盟
議
設
か
ら
成
る
。
こ
の
内
二
番
目
の
嚢
務
は
、
嘗
洞
宗
管
長
で
あ
っ
た
総
持



寺
住
職
〈
糞
嘗
)
略
上
楳
仙
の
警
長
解
任
の
開
題
を
指
し
、
四
番
告
の
制
問
題
は
阿
部
社
寺
田
殉
紫
、
都
築
参
事
官
等
が
略
上
・
石
川
な
ど

総
持
守
派
の
住
殺
に
対
し
て
行
っ
た
尋
問
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鵜
飼
ら
は
、
政
府
が
永
平
寺
派
に
有
利
な
対
事
を
行
っ
て
お
り
、

処
罰
さ
れ
た
者
が
総
持
寺
派
に
罷
っ
て
い
る
と
し
て
政
府
の
対
率
一
を
質
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
井
上
は
、
問

九
日
答
弁
書
を
祖
提
出

し

三
木
教
監
督
ノ
~
行
政
上
適
当
必
要
ノ
処
分
ニ
シ
テ
監
督
権
ヲ
盤
用
シ
タ
ル
事
無
之
確
信
ス
」
と
回
答
し
、
解
任
事
尋
縄
問
等
、
監
督

持
政
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
三
番
目
の
質
関
項

B
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
揚
鍋
ら
は
、
政
府
が
「
事
務
取
扱
〕
と
い
う
機
関
を
曹
洞
宗
派
内

に
設
費
し
、
宗
務
を
掻
わ
せ
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
際
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
の
磐
弁
書
は
、

吋
内
務
大
喪
カ
各
宗
派
ニ
対
シ
テ
監
督
権
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
当
リ
其
公
法
的
機
関
ト
ナ
ル
ヘ
キ
管
援
ヲ
全
ク
関
ク
ニ
翠
リ
明
治
十
七

年
太
政
官
布
逮
第
十
九
号
ニ
依
リ
委
伝
シ
タ
ル
公
泌
上
ノ
権
謀
ハ
自
ラ
内
務
大
鹿
ニ
於
テ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
議
リ
タ

一7…

ル
ヲ
以
テ
本
大
陸
ハ
事
務
取
扱
ヲ
慣
や
之
ニ
委
任
ス
ル
ニ
議
制
宗
規
ニ
依
リ
テ
議
務
ヲ
慮
緋
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
ゼ
リ
」

第一次空襲教法担院についての一考察(=:好)

「
事
務
車
扱
」
の
設
置
は
内
務
大
臣
の
権
浪
内
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
政
府
の
対
忠
は
、
明
文
化
さ
れ
た
法
待
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
繊
の
ど
の
よ
う
な
宗
教
団
体
会
め
ぐ
る
紛
争
の
時
に
お
い
て
も
「
事
務
翠
扱
」
と
い
ろ
機
関
を
殺
量
し
、

と
し
て
、

宗
派
遣
営
を
行
わ
せ
る
た
め
に
事
務
員
を
任
命
し
た
例
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
務
洞
宗
紛
議
問
題
に
対
す
る
、
政
府
の
対
処

的
な
対
蕗
で
あ
っ
た
。

こ
の
紛
擾
畑
問
題
は
、
議
会
で
問
題
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

「
事
務
取
鍛
」
設
壊
が
正
当
か
否
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
分
離

運
動
を
す
す
め
る
総
持
守
派
よ
り
裁
判
所
へ
聾
訴
さ
れ
、

八
九
四
〈
明
治
二
七
〉
年
二
月
に
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
判
決
で
は
、

裁
判
所
構
成
法
の
限
界
か
ら
「
宗
教
事
務
ニ
刻
ス
ル
開
題
ハ
湾
法
裁
判
所
ノ
判
定
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
し
て
、
門
前
払
い
に
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
事
項
や
宗
教
嬰
体
に
対
す
る
行
政
処
分
を
対
処
に
し
た
出
訴
事
壌
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
裁
判
所
が
判
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衝
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
来
援
を
二
分
す
る
よ
う
な
宗
教
紛
争
に
関
守
る
問
題
は
き
わ
め
て
懇
教
的
内
容
で
あ
り
、

司
法
裁
斡
所
の
対
象
に
な
ら
ず
、
政
鮮
の
対
応
が
違
法
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
会
く
触
れ
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、

吋
事
務
取
扱
」
の
計
っ
た
処
分
に
対
し
て
、
謹
事
者
が
抗
弁
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

こ
の
点
に
も
宗
教
法
制
定
の
必
要
が
寵
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

自
清
戦
争
勃
発
援
、
井
上
が
一
人
九
間
〈
明
治
二
七
)
年
一

O
Rに
胡
朝
鮮
駐
額
公
使
と
し
て
渡
韓
し
た
た
め
、
根
審
院
顧
陪
震
で
あ
っ

〈

2}

た
野
村
靖
が
内
務
大
臣
を
引
き
継
い
だ
。
野
村
は
、
紛
擾
蹄
問
題
に
対
し
、
「
僧
爵
条
例
」
を
制
定
し
て
開
題
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
、

起
業
を
急
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
結
局
成
案
に
叢
ら
ず
、
有
効
な
解
決
策
が
見
出
せ
な
い
状
態
が
緩
い
て
い
た
。
し
か
し
、

一
二
月
二

。
日
ご
ろ
野
村
に
鱒
停
役
を
張
桓
験
さ
れ
た
一
二
鴻
鵠
壊
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
同
年
一
一

一
日
に
な
っ
て
「
態
転
直
下
鵠
に
」
和
解
に

京
本
り
、
紛
擁
開
制
織
は
終
結
し
た
。

一
議
は
、
政
府
の
強
硬
的
な
対
応
が
問
問
題
解
決
の
臨
書
要
密
で
あ
る
と
し
て
、

「
事
務
取
扱
〕
を
解

-8ー

職
・
療
止
し
、
畔
上
を
曹
洞
宗
管
長
に
護
婦
さ
せ
る
な
ど
、
紛
争
が
起
こ
る
叢
前
の
「
両
本
出
議
約
」
状
態
に
一
戻
す
こ
と
に
よ
り
、
一
向

派
の
感
情
的
対
立
を
終
息
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は
釘
清
戦
争
の
最
中
で
あ
り
、
宗
教
界
の
戦
争
協
力
も
開
明
確
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
援
も
何
ら
か
の
解
決
方
法
を
期
待
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
コ
一
様
の
解
決
策
か
ら
み
て
、

需
派
の
紛
争
が
長
引
い
た
原
閣
は
、
政
野
の
介
入
方
法
に
対
す
る
反
発
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
政
府
に
し
て
も

適
切
な
解
決
(
介
入
)
手
段
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
開
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
宗
教
法
に
よ
る
法
的
線
拠
の
絵
議
が
必
要
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。神

仏
名
宗
謙
二
関
ス
ル
法
律
案
(
第
八
議
会
〉



紛
擾
開
銀
の
解
決
か
ら
一
一
カ
月
後
の

八
九
道
{
明
治
ニ
八
〉
年
ニ
丹
一
一

G
n段
、
第
八
朗
帝
謂
議
会
衆
議
離
に
お
い
て
、

一
四
四
名

の
向
意
者
を
集
め
た
、
鳩
山
和
夫
・
百
万
梅
治
外
蕊
名
提
出
に
よ
る
吋
縛
弘
各
議
議
ニ
欝
ス
ル
法
律
案
い
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
百
万

ハ
嘗
務
議
ニ
紛
議
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
殆
ド
今
尚
紛
擾
ノ
止
マ
ナ
イ
ト
云
フ
有

ら
は
、
こ
の
法
律
案
の
搬
出
現
闘
に
つ
い
て
、

様
」
で
あ
る
と
し
て
、
紛
擾
問
懇
の
余
波
が
地
方
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
事
務
取
扱
い
の
設
置
な
ど
の
対
応

lま

「
殆
ド
神
仏
各
宗
教
ア
ン
テ
内
務
省
ノ

部
局
二
隷
属
セ
シ
メ
テ
騒
ル
有
様
い
で
あ
る
と
し
て
、
内
務
省
の
執
っ
た
吋
事
務
取
扱
」

の
設
置
が
宗
教
へ
の
介
入
で
あ
り
、
信
教
自
由
聞
を
罷
察
し
て
い
る
と
主
議
す
る
。
そ
こ
で
家
教
保
識
の
録
的
の
た
め
、

八
八
四
〈
明

治
一
七
)
年
八
月
一
一
日
に
発
布
さ
れ
た
太
段
官
布
達
第

九
号
「
教
導
戦
時
ノ
薦
、
ン
教
宗
派
ノ
取
締
抑
ノ
管
投
ニ
接
伝
ノ
件
」
令
燐
此
し
、

神
仏
各
教
宗
派
を
包
括
す
る
法
律
の
制
定
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

鳩
山
・
百
万
ら
の
宗
教
に
対
す
る
基
本
的
な
立
場
は
、

「
政
治
ノ
外
ニ
独
立
ス
ペ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
、
開
シ
テ
行
政
ノ
干
渉
開
ノ
灘
ニ
受

ク
ペ
キ
モ
ノ
デ
ナ
イ
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
法
案
の
内
容
を
み
る
と
、
宗
教
へ
の
介
入
方
法
が
槌
来
の
京
教
行

政
よ
り
も
不
利
な
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
条
項
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
荷
法
案
第
五
条
に
あ
る
よ
う
に
、

「
国
家
ノ
安
寧
秩
序

第一次言葉教法案についての一考祭(三好)

妨
害
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
」
に
は
、

内
務
大
臣
が
該
当
教
宗
謙
に
解
散
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
法
案
に
民
対
の
立
場
で
あ
る
政
府
よ
り
内
務
次
宮
訟
関
康
教
が
、
法
案
の
宗
教
保
護
の
目
的
と
こ
の
内
務
大
臣
の
解
散
命

令
権
・
認
否
権
設
定
は
矛
麗
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
松
岡
の
一
言
う
宗
教
保
護
と
は
、
こ
の
法
案
第
四
条
に
も
み
ら
れ
る
よ

う
な
寺
院
の
文
叱
財
的
価
債
を
泊
旅
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
教
毘
の
果
た
し
て
い
る
社
会
秩
序
的
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
訟
圏
内
が
、

「
憲
法
ニ
ハ
信
教
ノ
自
由
ト
書
イ
テ
、
宗
教
ノ
自
由
ト
云
フ
コ
ト
ハ
書
イ
テ
ナ
イ
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教

活
動
の
自
由
・
保
護
を
意
留
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
法
案
は
結
果
と
し
て
杏
決
さ
れ
農
業
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
審
議
過
程
で
、
政
府
が
宗
教
団
体
を
包
括
す
る
法
案
の
作
成
を
行
つ

…9-
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い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
松
爽
が
紛
接
関
甥
の
よ
う
な
祭
派
簡
裁
績
の
紛
争
が
組
こ
る
場
合
を
想
定
し
て
、

「
政
務
ハ
大

其
辺
ニ
鍛
ミ
ル
所
ガ
ア
リ
?
ン
テ
、
漸
次
替
良
ナ
ル
制
股
凋
ノ
綾
ケ
テ
、
之
碍
ノ
段
々
玄
シ
ク
テ
、
表
類
ヲ
救
護
」
す
る
た
め
「
侭
ト
力
此

ノ
救
消
法
ヲ
殻
ケ
ヨ
ウ
ト
一
ヌ
フ
ノ

段
々
其
滋
ノ
取
欄
モ
漉
ム
ダ
藤
ル
い
と
発
一
奮
し
た
点
に
見
ら
れ
る
。
松
岡
の
言
う
「
教
書
法
」

の
内
容
は
、
こ
の
第
八
議
会
の
段
階
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
紛
擾
縄
問
題
に
数
発
さ
れ
て
検
討
が
始
め
ら
れ
た
も
の
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
大
宗
派
の
分
雄
独
立
を
も
含
む
宗
派
内
紛
争
は
、
当
狭
山
宗
派
内
の
秩
序
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

事
案
、
紛
擾
問
題
の
際
に
政
府
の
設
重
し
た
「
事
務
理
扱
」
の
行
っ
た
処
分
に
対
し
て
、
多
く
の
住
職
・
檀
徒
が
反
対
し
、
宗
派
内
の

統
制
は
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
の
謹
乱
は
「
事
務
取
扱
」
設
置
の
法
的
根
拠
を
道
事
者
に
暁
示
で
き
ず
、
政
府
の
監
督
議
導
が

不
撤
患
に
終
わ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
宗
教
紛
争
へ
の
対
処
方
法
が
当
熱
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
問
時
に
、
宗
教
問
題
に
関
す
る

警
轄
裁
判
所
が
存
在
し
な
い
点
も
、
何
ら
か
の
方
策
が
採
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
内
執
よ
の
点
か
ら
み
て
、
第
八
議
会
以
降
、
泉
教
に

関
す
る
法
律
案
が
議
会
に
提
出
祭
れ
た
の
は
、
第

次
宗
教
法
案
が
殻
初
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
勢
線
第
紛
機
関
舗
の
宗
教
法
案
に
対
す

る
影
響
に
つ
い
て
は
、
宗
教
行
政
の
法
的
繋
儀
へ
の
要
閣
の
一
っ
と
し
て
評
髄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

閥

次
宗
教
法
案
〈
第

四
議
会
)

第

(
一
〉
法
案
上
程
ま
で
の
経
過

宗
教
法
案
の
政
府
案
提
出
の
動
き
が
、
新
開
等
に
よ
り
表
畜
化
し
た
の
は
、
第
八
議
会
の
二
年
後
、

一
八
九
七
(
明
治
一
一
一

O)
年
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
以
下
宗
教
界
の
動
向
を
中
心
に
譲
っ
て
い
る
新
聞
で
あ
る
吋
教
学
報
知
』
〈
葉
中
外
間
報
)

に
よ
り
、
法
案
の

動
完
を
検
討
す
る
。

-10… 



同
年
一
一
月
一
司
付
「
社
寺
法
案
の
編
成
」
の
記
事
が
、
「
罰
法
案
編
成
に
付
て
は
各
宗
の
意
見
を
採
用
あ
り
た
る
や
否
や
は
知
る

能
は
ざ
れ
ど
も
兎
に
角
商
法
案
は
主
務
省
に
於
い
て
此
穂
脱
稿
し
た
る
由
灰
〈
灰
〉
か
に
聞
く
」
と
報
じ
、
内
務
省
に
お
け
る
鱒
安
立

案
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

一
二
月
五
日
に
は
辺
不
教
取
締
法
の
調
査
」
で
、

「
裁
間
関
条
約
改
正
の
暁
に
は
従
来
の
宗
教

の
外
に
種
々
の
宗
教
渡
来
し
互
に
布
教
を
競
ふ
に
歪
る
や
を
保
し
難
き
の
み
な
ら
ず
各
国
の
倒
を
見
る
に
各
々
一
の
酪
教
な
る
も
の
を

存
し
居
る
有
様
な
る
が
果
た
し
て
霞
家
は
特
に
歯
教
を
有
す
る
の
必
饗
あ
り
や
の
照
題
を
研
究
い
す
る
た
め
、
内
務
省
よ
り
関
本
務
之

助
氏
に
宗
教
務
査
を
依
頼
し
た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
条
約
設
正
に
と
も
な
い
今
リ
ス
ト
教
へ
の
対
応
が
法
案
の
中
で
問
題
と
な
り
、

問
時
に
日
本
に
お
け
る
問
教
制
度
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
記
事
に
み
ら
れ
る
随
教
が
、

仏
教
教
酷
が
当
特
要
求
し
て
い
た
仏
教
公
認
教
北
を
指
し
て
い
る
の
か
、
神
社
神
道
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
は
関
か
で
は
な
い
。

翌
一
八
九
八
年
に
な
る
と
、
法
案
上
稜
の
動
き
を
中
心
に
し
た
記
事
が
話
立
つ
。
四
月
五
日
付
「
神
社
法
及
券
法
案
の
接
出
」
で
、

-11-

「
内
務
省
に
鈴
て
は
過
般
来
久
米
社
寺
局
長
主
怒
と
な
り
調
査
中
な
る
神
社
法
及
品
守
法
の
一
一
法
案
は
援
に
説
稽
せ
に
し
付
是
非
共
来
る

第一次宗教法案についての一考察(三好}

臨
時
会
に
提
出
し
協
焚
を
求
む
る
警
な
り
」
と
し
て
、
法
案
作
成
が
最
終
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
る
。
し
か
し
六
月
九
日
付

川
イ
マ

「
寺
技
法
は
他
の
法
典
と
抵
触
せ
き
る
〈
せ
る
}
を
以
て
今
期
議
会
に
は
提
出
せ
ざ
る
政
府
の
意
向
な
り
」
と
、

「
寺
続
法
」
で
は
、

法
案
の
練
り
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
怯
え
て
い
る
c

〈

3
)

こ
こ
で
伝
え
て
い
る
法
案
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
「
神
社
法
」
は
「
此
ノ
法
律
ハ
神
宮
ヲ
徐
ク
外
総
テ
ノ
神
社
ニ
之
ヲ
適
用
ス
」

「
神
社
カ
躍
的
以
外
ノ
事
業
ヲ
為
シ
又
ハ
法
令
ニ
違
反
シ
若
ク
ハ
公
益
ヲ

〈
第
…
条
)
と
す
る
法
案
で
あ
る
。
特
に
日
を
引
く
の
は
、

警
ス
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」
、
主
務
大
震
が
「
創
立
ノ
許
可
ヲ
取
消
シ
又
ハ
神
社
ノ
廃
止
ヲ
命
ス
ル
事
ヲ
得
」

〈
第
四
二
条
第

一
項
及
び
第
一
一
一
環
)
&
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
八
議
会
の
持
、
松
岡
内
務
次
官
が
反
対
意
見
と
し
て
述
べ
た
内
容
そ
の
る
の

で
あ
る
。
第
八
議
会
の
時
の
法
案
に
み
ら
れ
た
安
寧
秩
序
云
々
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
こ
れ
は
取
消
の
原
限
と
な
る
神
社
の
段
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的
外
行
為
に
含
ま
れ
、
内
容
的
に
大
差
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
寺
競
法
」
は
「
総
テ
ノ
券
ニ
適
用
ス
」

(
第
一
条
)
と
す
る
法
案

で
、
特
に

ハ
国
家
ノ
党
首
及
調
家
ノ
安
泰
ノ
為
祈
顛
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
い

(
第
二
条
)
と
し
て
、
寺
院
の
家
教
活
動
の
内
容
に

ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
六
時
だ
九
円
口
付
の
報
道
に
い
う
「
偽
の
法
典
と
抵
触
」
す
る
問
題
点
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
政
府
は
、
宗
教
に
関
す
る
法
律
案
の
よ
程
を
急
ぎ
、
当
時
の
板
坦
退
勤
内
務
大
草
は
、

〈

4〉

管
理
法
の
知
念
着
々
審
議
を
尽
く
さ
ん
こ
と
を
期
」
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
宗
教
一
般
の
取
締
法
・
投
寺
財
巌
・

一
O
R一
一
日
付
「
宗
教
法
案
に
就
て
」
の
記
事
で
は
、

同
年
九
月
に
仏
教
各
宗
の
総
代
と
し
て
上
宣
法
龍
ら
が
内
務
省
を
鶴
間
し
、
法
案
の
こ
と
を
尋
ね
た
特
に
も
、
板
垣
は
「
其
事
な
ら
侮

気
遣
な
さ
る
な
そ

i
法
案
の
起
草
に
着
手
せ
し
め
居
れ
ば
是
非
今
鶏
議
会
前
に
は
脱
稿
す
る
に
相
異
な
し
」
と
語
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。

し
か
し
、

一
三
議
会
直
欝
の
一
一
一
丹
に
な
る
と
、

一
月
一
七
日
付
「
政
府
の
宗
教
法
案
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
応
を
扱
え
た

時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
案
の
見
鹿
し
作
業
が
一
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
結
局
、
神
鞭
知
常
法
制
潟
長
官
が
、
議
会
開
会
が
迫
っ
て
お
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り
法
案
作
成
は
間
に
合
わ
な
い
と
す
る
発
替
に
よ
り
、

以
後
法
案
よ
麓
直
前
ま
で
、
宗
教
法
案
に
関
す
る
報
道
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
特
に
仏
教
界
が
次
々
に
私
案
を
公
表
し
た
こ
と

一
商
議
会
護
出
へ
方
針
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
興
味
が
集
中
さ
れ
、
加
え
て
仏
教
公
認
教
運
動
が
活
発
北
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

吋
教
学
報
知
』
を
中
心
に
し
て
、
宗
教
法
案
上
毅
ま
で
の
動
き
を
紹
介
し
た
の
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
行
政
の
対
象
に

加
え
る
件
に
つ
い
て
若
予
付
脅
し
て
お
く
。
右
の
報
道
で
明
か
な
よ
う
に
、
宗
教
法
案
の
立
案
に
影
響
を
与
え
る
条
約
改
正
が
、

ノr¥

九
九
年
に
実
掩
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
宗
教
行
政
の
対
象
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
含
ま
れ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教

可
能
範
闘
も
外
同
期
入
屠
留
地
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
阻
体
と
し
て
監
督
す
る
た
め
、
同
年
七
月
一
一

七
設
に
「
神
仏
議
以
外
ノ
宗
教
ノ
宣
布
並
堂
字
会
堂
ニ
期
間
ス
ル
規
定
」

号
)
を
公
布
し
た
。
こ
の
規
定
に
濁
し
て

(
内
務
者
令
第
四

第
二
次
出
県
内
閣
の
西
螺
従
道
内
務
大
陸
が
提
出
し
た
、
閣
議
で
の
省
令
案
提
出
理
白
書
に
よ
る
と
、

「
一
一
般
家
教
ニ
対
ス
ル
方
針
剰



{5) 

皮
ハ
目
下
調
査
中
ニ
様
ス
ル
ヲ
以
テ
其
結
了
ノ
暁
ニ
ハ
先
々
法
律
案
ヲ
調
製
シ
は
テ
商
議
ヲ
謂
ヘ
シ
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
一
八
九
九

年
七
月
の
段
階
で
は
、
統
一
法
案
と
し
て
の
京
教
法
案
で
は
な
く
、
神
道
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
倒
別
の
法
案
の
準
績
を
持
つ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
一
二
法
案
搬
出
理
由
及
び
特
鑑

宗
教
法
案
は
一
八
九
九
(
明
治
一
一
一
一
一
)
年

一
月
九
尽
に
、
第
ニ
次
山
黒
有
削
減
内
閣
に
よ
り
第
一
問
時
四
帝
国
議
会
貴
族
院
に
提
出
さ

れ
、
翌
一
同
日
か
ら
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
宗
教
界
、
特
に
仏
教
公
認
運
動
か
ら
の
反
蕗
が
激
し
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
議
会
内
外
か
ら
稔
視
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、

臨
難
会
で
の
審
議
過
程
を
検
討
す
る
。

出
県
繋
相
に
よ
る
宗
教
法
案
の
提
出
理
出
を
、
貴
族
院
本
会
識
の
発
脅
か
ら
み
る
と
、
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「
今
ヤ
百
般
ノ
制
度
略
々
一
様
リ
塑
家
議
選
ノ

機
漸
タ
熱
セ
ム
ト
ス
ル
ニ
当
リ
マ
シ
テ
諜
教
法
ノ
綾
ガ
ナ
イ
ト
去
フ
コ
ト
ハ
一
ツ
ノ
欠
点
」
で
あ
る
と
し
て
、

mw憲
法
一
一
八
条
の
下
金

法
と
し
て
成
立
-
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
家
教
岡
山
体
の
留
家
に
対
す
る
棺
当
な
地
憶
を
確
立
さ
せ
、
@
憲
法
と
矛
爵
騰
す
る
明
治
維
新
以
降

型車ー次長持教法型軽についての一考察(三好}

の
諸
法
令
を
整
備
統
一
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
舎
民
法
及
び
票
法
議
行
法
に
お
い
て
淘
関
係
し
て
あ
る
、
宗
教
間
体
へ
の
法
人
格
の
付

与
を
実
施
す
る
た
め
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
法
案
の
制
定
は
、
憲
法
発
布
以
来
の
法
典
整
備
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
叢
接
に
明
醤
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
曹
洞
宗
紛
擾
隣
組
の
よ
う
な
宗
派
紛
争
の
対
処
法
を
、
法
案
に
盛
り
込
も
う
と
し
て
い

る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
に
よ
り
国
家
は
、
信
仰
の
内
部
に
立
ち
入
っ
た
干
渉
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、

「
其
ノ

外
部
ニ
現
ル
、
所
ノ
行
為
ニ
付
」
い
て
、

「
国
家
ハ
之
ヲ
監
督
、
ン
テ
社
会
ノ
秩
序
安
寧
ヲ
妨
ゲ
ズ
又
臨
民
ノ
義
務
ニ
背
カ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
」

す
る
こ
と
は
「
臨
家
ノ
義
務
デ
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
其
職
責
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
前
年
‘
キ
リ
ス
ト
教
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が
宗
教
行
政
の
対
象
之
さ
れ
た
こ
と
と
、
曹
澗
諜
の
競
模
か
ら
み
て
永
警
守
派
・
総
持
寺
派
織
内
の
紛
争
が
、
宗
教
賂
紛
争
と
関
規
模
の

影
響
を
社
会
に
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
宗
派
内
で
の
紛
争
よ
り
も
布
教
活
動
を
原
留
と
し
た
議
教
聞
の
紛
争
を
よ
り
強
〈

懇
定
し
て
い
る
こ
と
が
調
え
る
。

宗
教
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
繍
は
省
く
が
、
特
別
加
委
鼠
会
で
の
議
論
を
検
討
す
る
際

(S) 

て
お
く
。
政
府
案
は
付
則
を
含
め
蕊
意
五
…
一
一
条
か
ら
な
り
、
第

に
拳
考
と
な
る
の

章
「
総
則
い
、
第
二
章
「
教
会
設

寺
」
、

「
教
派
及
宗
派
」
、
第
四
章
「
教
簡
」
、
第
五
章
「
罰
期
」
で
あ
る
。
法
案
の
百
的
は
、
「
公
ニ
宗
教
師
ノ
貰
布
シ
又
宗

教
よ
ノ
儀
式
ヲ
執
行
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
柱
部
又
ハ
財
罰
ハ
本
法
ニ
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
法
人
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

〈
第
一
条
)
と
し

て
、
宗
教
間
体
へ
の
法
人
格
の
付
与
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
教
派
神
道
亙
ぴ
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
対
し
て
は
投
間
法
人
ま
た
は
財
語
法

人
&
し
て
(
第
二
条
〉
、
仏
教
の
寺
に
対
し
て
は
財
団
法
人
(
第
一
一
一
条
〉
と
し
て
、
法
人
機
会
与
え
よ
う
と
す
る
込
の
で
あ
る
。
な
お
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こ
こ
で
い
う
考
と
は
「
寺
院
ヲ
所
有
シ
教
法
ヲ
宣
布
シ
法
儀
ヲ
修
行
ス
ル
ヲ
間
的
ト
ス
ル
財
毘
法
人
」

〈
第
一
一
一
条
第
一
軍

の
こ
と
で

あ
り
、
「
仏
教
ノ
本
尊
ヲ
安
部
隊
、
ン
教
法
ヲ
驚
布
シ
法
幾
ヲ
修
行
シ
僧
備
ノ
止
金
ス
ル
建
物
ト
ス
ル
い

(
同
第
二
項
〉
寺
院
と
区
裂
を
し

て
い
る
。

法
案
の
特
色
は
次
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
教
派
・
宗
採
に
は
法
人
格
安
認
め
ず
、
寺
や
教
会
に
対
し
て
の
み

法
人
格
を
認
め
る
と
い
う
末
端
の
組
織
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
点
。
こ
れ
は
財
産
醗
有
の
形
態
か
ら
、
宗
派
な
ど
の
包
括
機
関
に
は

法
人
に
な
る
科
誕
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
管
援
制
度
移
行
以
来
の
宗
教
教
盟
内
の
自
治
権
に
対
す
る
、
政
府
の
寵

接
把
謹
を
も
射
韓
に
お
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
宗
教
教
舗
を
「
公
ニ
宗
教
ヲ
議
布
、
ン
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀
式
ノ
執

行
二
議
事
ス
ル
者
ヲ
欄
フ
」

(
第
三
三
条
〉
と
定
義
し
て
、
そ
の
紫
紺
勿
・
制
限
等
を
規
定
し
て
い
る
点
。
こ
れ
は
能
楽
宗
派
、
特
に
菅

衰
の
・
有
し
て
い
た
教
離
の
監
響
機
令
、
国
家
が
藍
接
関
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
僧
倍
に
対
し
て
被
選
挙
犠
令
諒
め
ず
、



宗
教
家
の
政
治
的
発
曹
を
封
じ
る
な
ど
、
個
人
的
な
監
督
を
込
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
宗
教
上
の
集
会
も
一
一
般
の
集
会

と
問
様
に
車
協
剰
の
対
象
と
し
、

「
発
起
人
ハ
際
会
二
十
盟
時
間
以
前
ニ
会
同
ノ
目
的
場
所
及
年
月
日
時
ヲ
行
政
官
庁
ニ
問
機
出
」
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
(
第
八
条
第
一
項
〉
よ
う
に
、
宗
教
に
対
す
る
監
督
強
化
を
意
図
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
教
派
宗
派
教
会
寺
其

ノ
他
ノ
宗
教
団
体
ハ
主
務
官
庁
ノ
監
督
ニ
属
ス
」

(
第
一
割
条
第
一
項
)
と
し
、

「
主
務
官
庁
ハ
事
務
ノ
報
告
ヲ
畿
、
ン
其
状
況
ヲ
検
査

シ
其
怯
監
督
上
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
発
シ
又
ハ
処
分
ヲ
行
フ
」

〈
問
第
二
項
)
と
す
る
よ
う
に
、
主
務
官
庁
の
叢
督
権
の
法
的
緩
拠
の
整

備
を
意
開
削
し
て
い
る
。
先
に
曹
潟
宗
紛
擾
需
惑
に
み
ら
れ
た
「
事
務
取
設
い
の
設
鐘
は
、
こ
の
条
項
に
よ
り
、
狼
拠
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
第
四
に
、

「
教
規
又
ハ
宗
制
ニ
卦
テ
定
メ
タ
ル
事
項
ニ
隣
ス
ル
争
議
ニ
シ
テ
勅
A
V
ノ
定
ム
ル
事
項
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
鶏
教
委
員
会
」

が
採
決
す
る
(
第
三

O
条
第
一
項
)
と
し
て
、

辺
一
助
教
委
員
会
」
の
毅
置
を
留
っ
て
い
る
点
。
こ
れ
も
先
の
総
援
問
題
が
、
宗
制
の
履

行
が
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
問
題
解
決
を
長
び
か
せ
た
と
い
、
つ
こ
と
と
、
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一
般
司
法
裁
判
所
に
は
宗
教
事
項
を
制
判
定
す
る
権
限
を

与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
対
露
す
る
条
壌
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
案
は
、
宗
教
監
普
の
闘
的
を
そ
の
条
文
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
政
府
は
先
の
提
出
理
由
に
訴
え
、

第一次祭教法案についての一考察(三好〉

宗
教
法
案
と
問
時
に
提
出
さ
れ
た
「
徴
兵
令
中
改
正
法
樟
案
」
で
、
教
締
の
肉
中
学
校
と
同
等
程
麓
の
学
力
安
有
す
る
者
に
限
り
、

「
夜
接
ニ
戦
闘
ニ
任
ス
ヘ
キ
兵
種
ニ
当
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
入
ノ
頴
ニ
由
リ
雛
集
ヲ
猶
予
」
す
る
と
し
て
、
宗
教
法
案
が
議
教
に
対
す
る

保
護
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
ぞ
あ
る
。

)
特
部
委
員
会
に
お
け
る
審
議

宗
教
法
案
は
、
第
一
一
競
会
に
お
い
て
特
部
委
員
会
の
設
震
が
決
一
定
さ
れ
、
車
ち
に
「
宗
教
法
案
外
一
件
特
別
委
員
会
」
に
付
さ
れ
、

実
質
審
議
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
罰
委
員
会
委
員
は
、
黒
遡
長
或
委
員
長
、
首
我
祐
準
制
問
委
員
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
阿
部
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長
戦
、
本
沼
親
雄
、
一
一
一
好
退
蔵
、
松
邸
側
康
設
、
一
一
一
浦
義
、
腐
布
公
平
、
吉
川
重
省
、
都
築
磐
六
、
磯
部
偉
義
、
下
線
正
雄
、
穂
積
八
束
、

留
中
諜
太
郎
、
鎌
回
勝
太
部
の
一
五
名
が
選
ば
れ
た
。
こ
の
一
五
名
の
委
員
に
よ
る
委
員
会
構
成
は
、
宗
教
法
案
が

四
議
会
に
お
け

る
重
要
法
案
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
撮
っ
て
い
る
。
ま
た
穂
積
の
よ
う
に
、
他
の
法
典
整
備
に
関
わ
っ
た
者
ゃ
、
先
の
曹
洞
宗
紛

援
問
題
の
時
、
対
応
に
鷲
離
し
て
い
た
松
向
・
都
築
が
選
ば
れ
る
な
ど
、
詮
案
可
決
は
十
分
予
測
可
能
な
状
況
で
あ
っ
た
。

五
日
ま
で
の
傾
向
に
か
け
て
、
針
一
一
回
欝
か
れ

特
別
委
員
会
は
、
間
年
一
一
一
月
一
六
日
か
ら
親
一
九

O
O
〈
明
治
一
一
一
一
一
一
〉
年
二
月

(7) 

た
。
以
下
、
特
製
委
員
会
で
の
審
議
過
韓
を
検
討
す
る
。
第
一
一
様
〈
一
一
一
芳
一
六
日
)
か
ら
第
二
関
(
翌
年

月
二
七
日
)
及
び
第

ご
一
摺
〈
間
二
九
日
〉
で
は
、
政
府
案
全
体
の
審
識
を
行
い
、
第
四
臨
〈
間
一
一
二
日
〉
及
び
第
五
割
合
一
月
一
日
)

マ
は
法
案
の
遂
条
審

識
を
行
っ
た
。
こ
の
間
、
宗
謙
設
ぴ
教
掠
に
持
し
て
法
人
格
を
認
め
な
い
点
、
教
会
に
は
社
間
・
財
団
の
商
法
人
捧
が
予
定
さ
れ
て
い

る
が
、
寺
に
は
財
回
出
法
人
し
か
寵
め
ら
れ
な
い
点
、
居
内
の
キ
リ
ス
ト
教
団
に
お
け
る
よ
位
組
織
が
謹
外
に
存
在
す
る
事
実
か
ら
、
法
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律
の
隷
行
が
不
確
実
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
髄
照
点
、
宗
教
義
議
会
の
驚
定
で
は
何
等
そ
の
組
織
車
、
管
轄
す
べ
き
事
項
に
つ
い

て
述
べ
て
お
ら
ず
意
味
不
照
明
で
あ
る
と
・
ず
る
い
尽
な
ど
を
中
心
に
、
法
案
の
不
服
明
瞭
さ
や
不
徹
底
さ
を
指
摘
す
る
委
員
が
多
い
こ
と
が
翠

一
宮
〉
で
は
、
徴
兵
令
中
改
正
法
律
案
の
審
議
を
行
っ
た
後
、
政
府
案
の
大
体
議
会
行
い
、
法
案
の
不
納

確
さ
J

官
補
う
た
め
五
名
の
鶏
査
委
員
〈
穂
積
・
松
照
・
曽
議
・
都
築
・
古
川
)
を
灘
出
し
て
、
輩
止
案
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

め
ら
れ
る
。
第
六
回
〈

た
。
ま
た
こ
の
宮
の
審
議
で
は
、
宗
教
安
保
護
す
る
必
繋
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
第
六
限
委
員
会
に
お
い
て
、
穂
穫
が
民
法
議
行
法
と
の
興
速
で
、
法
案
に
は
神
社
に
つ
い
て
の
条
項
が
な
い
点
に
つ

い
て
饗
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
斯
波
浮
六
郎
社
寺
開
局
長
が
「
神
社
ニ
村
テ
ハ
関
ニ
規
定
ヲ
設
ケ
タ
イ
ト
」
し
、

「
今
日
ノ
所
デ
縛
杜

ノ
コ
ト
ハ
付
テ
ハ
重
グ
準
急
ヲ
要
シ
テ
震
関
ヲ
捺
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ヨ
ウ
ナ
必
要
ヲ
見
マ
セ
ヌ
カ
ラ
宗
教
ニ
対
シ
テ
今
日
ハ
法
案
ヲ

祷
ヘ
タ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
法
案
で
は
、
神
社
と
宗
教
会
誌
到
し
て
使
用
し
て
お
り
、
後
日
「
神
社
法
」
制
定
す
る
用
意



が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
の
提
案
理
由
で
あ
る
法
典
整
備
の
一
環
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の
臨
時
期
に
は
こ

(
8
)
 

だ
わ
ら
な
い
姿
勢
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
民
法
雄
行
法
第
三
四
条
か
ら
の
要
諦
と
い
う
点
を
み
る
と
、
施
行
法
の
条
文
に
あ
る

神
社
に
つ
い
て
、
法
案
提
出
当
時
で
は
法
人
格
の
持
与
を
考
え
て
お
ら
ず
、
民
法
施
行
法
の
留
保
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
残
る
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
斯
波
の
替
、
つ
吋
道
急
ヲ
嬰
〕
す
内
容
と
は
、
宗
教
に
関
す
る
監
督
法
の
整
備
あ
る
い
は
宗
教
紛
争
に
対
す
る
解
決

方
法
の
確
立
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
平
器
楽
助
法
制
霜
琵
宮
も
、

一
月
二
九
日
の
第
一
一
一
閏
特
関
委
員
会
に
お
い
て
、
宗
教
法
が

必
要
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

「
是
マ
デ
宗
教
関
ニ
於
テ
争
ガ
起
ッ
テ
モ
英
争
ヲ
決
定
ス
ル
ニ
モ
不
完
全
ナ
ル
仕
方
ニ
依
ッ
テ
決
定
セ

ラ
レ
テ
癒
ツ
夕
、
又
ハ
其
執
持
方
法
モ
完
全
ヲ
欠
イ
テ
居
ヅ
タ
」
と
発
雷
し
、
宗
教
紛
争
の
解
決
会
話
的
に
し
て
い
る
こ
と
を
開
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

第
六
踏
の
特
別
委
員
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
調
査
委
員
は
、
第
七
醤
委
員
会
合
一
月

-17-

0
5
)
に
お
い
て
修
正
案
の
取
り
ま
と
め
作

業
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
れ
は
番
良
の
肉
、
曽
我
が
法
案
答
決
を
主
張
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め

松
調
、
吉
問
、
穂
積
の
一
一
一
名
は
共
持
修
正
案
を
占
禁
員
会
に
提
出
し
、
松
間
案
と
し
て
第
八
理
番
員
会
〈
二
月

一
一
日
〉
に
お
い
て
審
議

書官…次宗教法案についての一考察(三妻子}

さ
れ
た
。
ま
た
第
九
閤
委
員
会
に
は
都
築
が
参
考
案
と
し
て
の
私
案
を
提
出
し
、
こ
こ
に
宗
教
法
案
が
三
業
並
び
審
議
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
三
業
を
沈
較
す
る
と
、
都
築
案
が
宗
教
統
制
刷
的
内
容
が
最
も
強
く
、
松
開
業
は
政
府
案
の
不
明
瞭
な
点
会
加
筆
修
正
し

た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
第
九
飽
で
は
都
築
案
に
対
す
る
費
疑
の
後
、
委
員
会
案
と
し
て
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
の
採
決
・
を
行
い
、
政

府
原
案
を
吾
決
し
松
捕
開
業
を
修
正
案
と
し
て
可
決
し
た
。
都
築
家
に
つ
い
て
は
、
そ
の
宗
教
監
督
の
意
密
を
修
正
案
に
盛
り
込
む
と
し

て
一
部
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
松
興
案
を
み
る
と
、
震
案
の
寺
規
定
と
教
会
規
定
を
一
つ
の
条
文
に
併
せ
る
な
ど
し
て
、
条
文
は
限
西
条
と
少
な
く
な
っ
た

が
、
窓
構
成
は
原
案
と
同
乙
で
あ
る
。
源
案
と
の
大
き
な
相
違
点
を
み
る
と
、
原
案
で
は
第

条
に
宗
教
関
体
の
法
人
化
に
つ
い
て
規
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定
さ
れ
、
議
教
法
人
法
的
な
性
格
が
表
れ
て
い
る
が
、
松
岡
案
で
は
第
一
条
に
宗
教
間
体
を
定
義
す
る
な
ど
、
狭
義
の
宗
教
法
的
な
性

搭
を
ム
有
し
て
い
る
。
ま
た
法
人
に
な
り
得
る
宗
教
関
体
に
宗
祇
・
教
掠
を
含
む
な
ど
、
監
督
対
象
が
末
端
組
犠
を
中
心
と
し
た
原
案
と

詑
べ
、
よ
り
包
接
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
委
員
会
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
管
轄
事
項
に
「
教
派
宗
派
錆
ノ
争
議
」

(
第
一
一
…
一
条
)

を
加
筆
し
、
縮
問
時
に
勅
令
に
よ
る
と
し
た
文
一
窓
会
削
除
し
て
、
対
象
安
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

ま
た
都
築
案
は
、
第
一
章
吋
総
里
、
第
二
章
「
結
社
及
財
団
法
人
」
、
第
三
章
「
寺
韓
及
第
謙
」
、
第
自
章
「
神
道
整
妥
教
祇
」
、

第
蕊
牽
「
聴
蘇
教
教
会
教
区
及
教
院
」
、
第
六
掌
「
教
師
、
教
弟
設
僧
侶
」
、
第
七
憲
「
免
在
及
其
他
ノ
特
権
」
、
第
八
家
「
陛
総
督
強

制
手
続
及
罰
則
位
、
第
九
家
「
付
期
い
の
計
九
意
'ra五
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
案
の
特
畿
は
、
来
教
に
よ
っ
て
牽
を
構
成
し
、
よ

り
正
確
に
現
実
の
組
織
等
と
の
猿
合
性
を
求
め
て
い
る
点
と
、
監
督
処
分
手
続
を
厳
格
に
鑑
定
す
る
点
に
あ
る
。
宗
教
委
員
会
規
定
で

{
第
西
大
条
〉
と
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
構
惑
を
「
大
審
院
判
事
、
高
等
行
政
安

-18ー

は
、
饗
鞘
事
壌
は
「
宗
教
ニ
関
ス
ル
争
議
」

友
終
身
官
タ
ル
専
慌
委
員
」

(
第
四
八
条
〉
と
鑑
定
す
る
な
ど
組
識
・
手
続
上
の
整
備
を
中
心
に
立
案
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
詳
細

な
規
定
は
、
法
律
の
限
界
を
明
示
す
る
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
効
果
的
な
強
制
腕
力
の
整
備
と
い
う
点
に
着
告
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
に

控
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
特
別
養
員
会
は
、
第
一
一
議
会
と
し
て
第
九
属
、
第
一

O
組
合
一
月

鴎

E
)
及
び
第
一
一
組
(
二
口
九
一
五
百
〉
に
か
け
て
、
松

開
案
命
中
心
と
し
た
遂
条
審
議
に
入
り
、
若
干
都
築
案
の
条
項
を
加
え
る
な
ど
し
て
、
第

た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
関
委
閥
会
で
の
論
議
、
及
び
加
筆
修
正
怒
れ
た
簡
所
は
、
政
府
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
越
え
た
、
宗
教
監
督
法

国
に
お
い
て
委
員
会
修
正
案
を
採
択
し

的
な
性
轄
を
法
案
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
壌
で
検
討
す
る
。
た
だ
都
築
業
に
み
ら
れ
る
宗
教
に
対
す
る

強
硬
な
豪
勢
は
、
先
の
紛
援
問
題
に
関
与
し
た
都
築
自
身
の
経
験
か
ら
強
く
主
張
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
紛
擾
縄
問

題
の
よ
う
な
紛
争
に
対
す
る
処
分
手
続
の
不
備
を
解
消
す
る
目
的
が
、
官
僚
出
身
の
都
築
を
し
て
法
案
の
修
正
に
至
ら
し
め
た
と
考
え



ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
国
外
に
そ
の
中
央
組
犠
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
は
、
積
極
的
な
宗
教
行
政
の
必
要
性
を
生
じ
さ
せ
る

要
調
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
臨
)
特
別
委
員
会
修
正
案

こ
こ
で
特
別
別
委
員
会
修
正
案
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
修
正
案
は
、
六
寧
四
人
条
か
ら
な
り
、
第
一
条
「
総
則
」
、
第
二
準

吋
救
援
及
宗
派
い
、
第
一
一
一
章
吋
教
会
及
寺
」
、
第
四
章
「
教
師
」
、
第
五
章
「
宗
教
委
員
会
」
、
第
六
章
「
罰
挺
」
及
び
付
闘
に
よ
り

構
成
さ
れ
て
い
る
。
政
府
原
案
と
比
較
す
る
と
、
原
案
で
は
宗
教
障
体
へ
の
法
人
格
の
付
与
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
た
の
が
、
修
正

案
で
は
宗
教
の
監
督
取
締
に
重
点
を
蜜
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
修
正
案
全
体
-b
弘
通
し
て
、
主
務
嘗
庁
の
寵
可
・
許
可
権
の
範
糊
留
を
拡
大

し

辺
宗
教
ノ
宣
布
、
宗
教
上
ノ
儀
式
ノ
執
行
其
ノ
他
宗
教
上
ノ
事
項
ニ
興
シ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
罵
俗
ヲ
壌
ワ
又
ハ
臣
民
タ
ル
ノ
義
務

一19-

ニ
背
ク
モ
ノ
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
主
務
官
庁
ハ
其
ノ
変
更
若
ハ
取
消
ヲ
命
シ
又
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

〈第一

O
条
)
と
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
第
一

O
条
は
政
府
原
案
に
も
問
様
の
規
定
が
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
外
部
に
現
れ
た
行
為
の
結
果
を
「
認
ム
ル
」

第一次家事ま法案につい-cの一考察{三好)

場
合
で
あ
り
、
修
正
案
の
規
定
は
先
の
特
到
黍
員
会
で
、
問
題
の
恐
れ
が
あ
る
と
辺
略
ム
ル
」
と
事
欝
の
取
締
を
意
味
す
る
こ
と
が
磁

認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
法
人
格
の
問
題
に
つ
い
て
み
る
と
、
宗
教
法
に
よ
っ
て
当
然
に
法
人
と
な
る
の
で
は
な
く
、
主
務
官
庁

の
許
可
を
経
て
法
人
を
認
め
る
と
す
る
点
に
も
荷
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
法
人
の
範
践
に
関
し
て
み
る
と
、
教
抵
宗
派

段
階
に
も
認
め
る
か
ど
う
か
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
は
当
初
の
方
針
通
り
認
め
な
い
姿
勢
を
-
変
え
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
校
岡
案
段

婚
で
の
宗
派
教
派
へ
の
法
人
格
付
与
は
、
修
正
案
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
致
府
原
案
で
は
、
家
教
法
に
よ
っ
て
翠
締
の
対
象
に
な
る
範
霞
は
、
法
人
と
な
っ
た
宗
教
毘
体
を
指
し
、
法
人
と
な
ら
な
い
宗

教
団
体
に
は
従
来
の
取
扱
の
ま
ま
と
し
て
た
の
が
、
修
正
案
で
は
法
人
と
し
て
の
認
可
申
請
を
し
な
い
宗
教
師
体
に
も
法
待
の
効
力
が
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及
ぶ
(
第
酉
条
)
と
し
て
範
臨
を
拡
大
し
て
い
る
点
に
も
報
通
点
そ
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
滋
え
て
原
案
で
は
仏
教
毘
体
の
い
わ
ゆ
る

本
末
関
係
は
鷲
議
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
修
蕊
獲
で
は
管
長
及
び
教
採
宗
祇
の
権
限
を
強
化
し
(
第
一
九
条
友
ぴ
第
一

条
)
、
従
来
の
本
末
撰
集
の
維
持
強
化
が
麗
ら
れ
て
い
る
。

料
品
上
の
相
違
点
か
ら
み
る
と
、
こ
の
特
別
委
箆
会
修
正
案
の
特
捜
は
、
韓
績
が
「
此
案
ガ
犠
警
察
ノ
取
締
ノ
如
ク
ニ
ナ
ッ
テ
甚
ダ
支

法
者
ノ
主
意
ト
違
コ
ト
ニ
ナ
ル
」
と
連
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
に
対
す
る
監
督
取
締
の
強
化
、
狭
序
の
維
持
会
中
心
に
し
た
修
正
が
な
き

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
や
教
派
神
道
と
議
記
冬
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
翻
す
る
条
項
に
昆
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
一
一
教
関
郊
の
原

慰
問
は
粛
か
れ
て
い
る
。

こ
の
特
副
委
員
会
修
正
案
は
、
二
月
一
七
日
に
本
会
議
で
の
審
議
に
獄
関
さ
れ
た
。
N

以
下
修
正
紫
の
問
題
点
を
整
理
す
る
た
め
に
、
+
キ

会
議
に
お
け
る
賛
成
鷲
見
、
反
対
意
見
を
検
討
し
て
み
る
。

ま
ず
反
対
意
号
、
曽
我
・
都
李
相
官
干
減
・
村
田
保

2中
心
と
す
る
。
そ
の
論
皆
は
第
一
に
、
議
教
法
案
は
謹
ム
葬
で
も
活
発

な
論
争
が
あ
る
重
要
法
律
案
で
あ
り
、
法
律
創
制
定
の
必
要
は
翠
め
る
が
、
維
新
以
来
の
宗
教
関
係
法
令
を
一
法
律
と
し
て
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
状
の
宗
教
鱗
賓
と
の
不
合
理
・
不
明
瞭
な
点
が
多
く
、
議
案
そ
の
も
の
が
米
熟
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
に
、
神
道
・

仏
教
以
外
の
宗
教
間
体
の
把
握
が
極
め
て
閥
難
で
あ
り
、
法
律
の
実
効
性
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。
第
一
二
に
、
今
リ
ス
ト
教
の
取
扱
そ

含
め
、
宗
教
の
説
得
権
を
認
め
る
拡
外
に
、
新
た
な
宗
教
獲
遇
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
牲
を
認
め
な
い
白
第
屈
に
、
宗
教

護
の
特
慰
義
制
判
所
で
あ
り
、
こ
の
詳
細
令
勅
令
で
定
め
る
こ
と
は
、
特
溺
裁
判
判
所
に
つ
い
て
法
律
で
定
め
る
と
す
る
憲
法

委
員
会
は

六
〈
〉
条
に
抵
触
す
る
。
料
品
上
の
点
に
お
い
て
反
対
意
見
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
費
農
意
見
そ
み
る
と
、
麓
積
・
松
岡
役
中
心
に
主
張
怒
れ
て
い
る
。
其
の
論
憶
は
第
一
に
、
憲
法
第
一
一
八
条
の
信
教
自
由
規
定

を
保
障
す
る
下
投
法
の
整
備
を
懇
ぐ
必
要
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
憲
法
の
認
め
る
自
由
を
担
保
す
る
法
律
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、 凹
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議
教
者
及
び
儲
者
の
不
安
を
募
ら
せ
、
民
衆
の
統
艇
を
精
神
密
か
ら
危
う
く
す
る
と
す
る
。
第
一
一
に
、
制
度
上
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て

〈
告
)

「
務
五
ノ
悶
民
ハ
名
々
法
律
勅
令
規
賠
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ル
」

い
る
こ
と
。
例
え
ば
条
約
改
正
に
関
連
し
て
、

こ
と
を
、
諸
外
聞
に
表
明
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
障
す
る
法
律
を
制
定
し
な
い
ま
ま
放
置
す
る
こ
ど
は
、
外
交
上
不
純
実
で

あ
る
と
す
る
。
第
一
一
一
に
、
毘
法
及
び
説
法
裁
行
法
の
条
文
か
ら
も
、
宗
教
法
の
制
定
を
急
ぐ
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち

法
典
撃
穣
の

環
と
し
て
宗
教
法
の
制
定
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

惨
正
案
審
議
は
以
上
の
よ
う
な
論
議
の
内
に
す
す
め
ら
れ
た
後
、
法
案
審
議
を
第
ニ
競
会
に
移
す
か
否
か
に
つ
い
て
記
名
投
票
が
者

わ
れ
た
。
結
局
出
席
議
員
一
一
一
一
一
名
の
う
ち
、
賛
成
一

0
0、
反
対
二

一
を
も
っ
て
第
二
議
会
に
移
さ
な
い
こ
と
が
決
ま
り
、
宗
教

法
案
は
否
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

五

結
び
に
か
え
て
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第
一
問
問
議
会
は
、
治
安
警
察
法
な
ど
重
要
法
案
は
い
ず
れ
も
或
立
さ
れ
た
議
会
マ
あ
り
、
宗
教
法
案
の
益
決
は
例
外
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
案
に
設
け
ら
れ
る
は
ず
の
宗
教
に
対
す
る
量
管
強
誌
の
方
向
は
、
宗
教
法
案
苔
決
後
の
一
九
O
O年
二
月
一
一
一

日
、
治
安
警
察
法
に
関
す
る
貴
族
院
特
別
委
員
会
に
お
い
て
治
安
審
察
法
に
政
治
結
社
へ
の
加
入
禁
止
規
定
に
「
神
宮
神
職
僧
侶
其
ノ

他
諸
宗
教
教
師
」
の
一
文
が
急
議
通
却
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
と
き
政
府
委
員
の
小
訟
原
英
太
郎
が
「
宗
教
法

ノ
方
デ
ハ
是
ヨ
リ
モ
ッ
ト
広
ク
教
師
陣
ノ
致
事
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
取
締
ル
積
リ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
「
匙
宗
教
法
案

ト
批
治
安
警
察
法
ト
一
広
ブ
モ
ノ
ハ
相
侠
ツ
テ
取
締
ガ
付
ク
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ト
考
ヘ
テ
居
ツ
タ
」
と
宗
教
法
案
の
統
制
法
的
性
語
を
認
め
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
が
宗
教
法
案
と
治
安
警
察
法
の
商
法
に
よ
っ
て
囲
内
諾
詩
体
を
気
話
的
に
続
税
す
る
意
簡
を
持
っ
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
政
唐
の
議
教
に
対
す
る
続
畿
の
意
図
は
、
宗
教
法
案
が
不
成
立
に
終
っ
た
と
し
て
も
治
安
警
察
法
に
よ
っ

て
補
完
さ
れ
、

「
至
急
」
を
饗
し
た
設
教
法
案
の

部
成
立
と
荷
じ
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
報
告
か
ら
暁
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
次
京
教
法
案
に
お
い
て
政
府
は
、
宗
教
に
対
す
る
介
入
の
法
的
根
拠
の
繋
穫
を
急
い
で

い
た
の
で
あ
る
が
、
法
案
が
否
決
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

都
競
定
は
あ
る
も
の
の
重
要
な
部
分
は
治
安
警
察
法
に
よ
り
補
完
さ

れ
る
に
軍
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
以
後
五

0
年
間
宗
教
に
関
す
る
続
一
法
典
会
整
備
す
る

投
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
従
来
全
く
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
曹
洞
宗
紛
援
問
題
が
、
宗
教
法
案
に
大
き
な
影
響

〈
川

N
V

を
及
ほ
し
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と
指
損
し
た
い
。

〈I
〉
放
般
家
と
し
て
は
、
本
線
後
嶋
、
取
号
上
げ
る
}
凶
滋
会
後
山
山
二
八
九
九
年
一
一
一
同
月
〉
の
第
一
次
宗
教
法
案
〈
開
明
治
一
吋
…
一
一
年
祭
}
の
ほ
か
、
五
二
議
会
提
出

ご
九
二
七
年
一
月
〉
の
第
二
次
宗
教
法
案
〈
沼
山
相
二
年
事
情
〉
、
五
六
会
議
提
出
合
九
二
九
年
二
月
)
の
第
…
次
系
教
関
体
法
案
〈
級
制
相
関
年
祭
}
、
七
図
議

会
提
出
(
一
九
三
九
年
一
月
、
同
年
三
月
潟
油
訳
、
関
門
年
四
月
公
布
)
の
議
晶
戦
間
同
体
法
が
あ
る
。
こ
れ
と
は
測
に
、
議
会
提
出
は
成
ら
な
か
っ
た
が
一
九
三
五
年
一

二
月
に
家
紋
制
度
続
査
会
に
諮
問
寄
れ
た
家
教
図
体
法
草
案
〈
昭
和
丈
U
年
案
}
も
、
統
一
法
と
し
て
祭
教
法
の
成
立
を
開
闘
っ
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
以

上
の
各
祭
数
法
案
の
措
置
お
袴
に
は
、
策
教
界
を
中
心
と
し
て
、
数
多
く
の
対
案
・
思
案
が
新
脳
同
紙
上
等
に
公
表
封
切
れ
て
い
る
。

〈Z
V

吋
傷
爵
条
例
」
の
内
容
は
捌
明
ら
か
で
は
な
い
が
奇
術
鎗
富
山
外
井
上
公
伝
」
三
七
七
演
に
よ
る
と
、
放
療
に
よ
る
管
長
指
名
制
聴
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

管
長
制
度
の
基
本
で
あ
る
策
教
関
出
品
悼
の
自
治
織
に
対
す
る
介
入
を
予
定
し
て
い
た
と
掛
撃
滅
さ
れ
る
。

(3)

吋
神
社
法
築
業
寺
続
法
草
案
』
(
後
々
木
家
殺
害
、
園
祭
骨
院
大
学
問
鯵
総
所
蔵
)
。
佐
々
木
高
行
の
吋
明
治
一
一
一
一
年
九
月
、
篠
崎
端
厳
夫
よ
時
借
用
し
て
墾
芝

良
国
宥
あ
り
。

類

二語審
丈量差
敬語ヨ

gzご
教会
空会
内 A

警f
令真

以教
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九
七
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〈S
)

持
汁
上
意
行
吋
宗
教
法
人
法
の
義
礎
的
研
究
』
及
ぴ
大
骨
商
務
策
『
家
教
法
の
研
究
』
参
照
。

〈7
)

特
別
委
員
会
の
車
骨
髄
閉
経
過
は
、
『
帯
磁
幽
構
会
貴
族
院
委
員
会
速
隊
録
明
治
鋪
九
第
一
一
総
鴎
嬢
会

二
五
七
夏
以
降
に
世
間
っ
て
い
る
。

(
8
〉
民
法
絡
行
法
第
一
一
八
条
に
わ
拙
い
て
「
民
法
中
法
人
ニ
醐
醐
ス
ル
輔
縄
出
品
ハ
当
分
ノ
・
内
軸
神
社
、
寺
肺
師
、
嗣
字
及
ヒ
仏
蛍
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
m
セ
ス
」
と
す
る
点
を
翁
す
。

(
9
〉
外
務
省
監
修
吋
条
約
改
蕊
関
係
ふ
八
日
本
外
交
文
書
』
第
一
一
一
議
。

{
閉
山
)
本
報
告
を
も
と
に
、
歯
曹
洞
宗
紛
擾
間
関
と
第
一
次
然
晶
眠
法
案
の
関
速
性
お
よ
び
第
一
開
時
間
議
会
に
必
け
る
谷
線
経
過
を
「
明
治
一
一
一
二
年
・
第
一
次
家
教
法
案
跡
調
i

曹
洞
祭
総
援
問
題
と
第
一
回
議
会
を
中
心
に
i
い
活
再
合
法
学
』
第
一
一
辺
巻
第
二
号
二
九
九
一
警
九
月
〉
に
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

欄
明
治
三
二
年
』

〈
東
京
大
学
出
同
窓
会
、
一
九
人
六
年
)

第一次望書教法案についての一考察(::::好)
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